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岡山県真庭市鹿田800-4

株式会社 インテックス 岡山北支店
代表取締役  金 山 昇 司

住 所

申請者

氏 名

一般廃棄物収集運搬業等許可証

で申請のあらた一般廃棄物収集運搬業等にあいて考手不日7年 12月 16日 4‖サ

次のとおり許可します。

令不日8年 2月 2日  ′
欝 扇誕

簿 義

真庭市長  太  田
ユユ| ,上三二つ

1.事業の種類

2.許可期間

3.許可条件

記

一般廃棄物収集運搬業

令和 8年 4月 1日  から
令和 10年 3月 31日  まで

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)、
真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (平成17年3月 31日条

例第164号)真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
′ (平成17年3月 31日規則第125号)及び真庭市ごみ等一般廃棄物J又

■ 集運搬業の許可及び業務の執行に関する要綱 (平成17年3月 31日
要綱第26号)を遵守すること。

(2)排出事業者から収集じたごみは、収集エリアに関係なく、クリ
ーンセンターまにわに搬入することも        ―
(3)排出事業者名の記入のないごみ袋は、施設に搬入しないこと。


